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消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について 

 

 消防法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第 23 号。以下「改

正省令」という。）、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該

部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める

件（令和８年消防庁告示第２号。以下「新告示」という。）、消防用設備等の点

検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改

正する件（令和８年消防庁告示第３号。以下「改正告示３号」という。）、消防

用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件（令和８年消防庁告示第４

号。以下「改正告示４号」という。）及び消防法施行規則第四十四条の二第二項

第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係

る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並び

に試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件（令和

８年消防庁告示第５号。以下「改正告示５号」という。）が令和８年３月６日に

公布されました。 

今回の改正は、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分

における火災の拡大を初期に抑制することができるものとして、一定の性能を

有するものにあっては、性能に応じた放射量とすることができるようにするた

め、消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号。以下「規則」という。）につ

いて所要の規定の整備を行うとともに、その細目を新たに消防庁告示で規定す

るほか、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付す

る点検票の様式等について、所要の改正を行うものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと

もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を

殿 



処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いし

ます。 

 

記 

 

第一 改正省令に関する事項 

駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備について、当該部分における火

災の拡大を初期に抑制することができるものとして、消防庁長官が定める性能

を有するものについては、放射量を消防庁長官が定める数量の割合で計算した

量とすることができるよう規定の整備を行う。（規則第 18条関係） 

 

第二 新告示に関する事項 

第一の規則の改正に伴い、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のう

ち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能及

び放射する泡水溶液の数量の割合の基準について、新たに消防庁告示で規定す

る。  

 

第三 改正告示３号に関する事項 

１ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する

点検票の様式を定める件（昭和 50年消防庁告示第 14号。以下「点検告

示」という。）に定める泡消火設備及び特定駐車場用泡消火設備の点検票

について規定の整備を行う。（点検告示別記様式第５及び第 36関係） 

２ 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和 61年自治省令第 24

号。以下「動力消防ポンプ規格省令」という。）において、内燃機関を原

動力に用いるものに加えて、電動機（モーター）を原動力に用いるもの

（内燃機関及び電動機を併せて用いるものを含む。）が規定されたことを

踏まえ、動力消防ポンプ設備の点検の基準及び点検票について規定の整備

を行う。（点検告示別表第 10及び別記様式第 10関係） 

 

第四 改正告示４号に関する事項 

  消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件（平成元年消防庁告示第４

号。以下「試験告示」という。）に定める泡消火設備及び特定駐車場用泡消

火設備の試験結果報告書の様式について規定の整備を行う。（試験告示別記

様式第５及び第 38関係） 

 

第五 改正告示５号に関する事項 



 動力消防ポンプ規格省令において、内燃機関を原動力に用いるものに加え

て、電動機（モーター）を原動力に用いるもの（内燃機関及び電動機を併せ

て用いるものを含む。）が規定されたことを踏まえ、消防法施行規則第四十

四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対

象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験

結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項を定

める件（平成 26年消防庁告示第９号。以下「自主表示告示」という。）で定

める様式について規定の整備を行う。（自主表示告示様式１関係） 

 

第六 施行期日に関する事項 

公布の日から施行することとしたこと（改正省令附則、新告示附則、改正告

示３号附則、改正告示４号附則、改正告示５号附則関係）。 

 



 

 

 

消防庁予防課 

 

１．改正概要 

  駐車場に設置される泡消火設備は、化学物質の審査及び製造等の規制に関

する法律（昭和 48年法律第 117号）において製造及び輸入を原則禁止にする

等の規制が課されている PFOS 等を含有する泡消火薬剤（水成膜泡消火薬剤）

の主な設置先となっており、必要な消火性能を確保しつつ、PFOS 等を含有し

ない他の泡消火薬剤への切り替えを行っていく必要がある。 

  本改正においては、「環境に配慮した消火設備の設置基準に関する検討結果

報告書」（令和７年５月）を踏まえ、駐車の用に供される部分に設ける泡消火

設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるも

のとして、一定の性能を有するものにあっては、性能に応じた放射量とするこ

とができるようにするため、消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号。以

下「規則」という。）について所要の規定の整備を行うとともに、その細目を

新たに消防庁告示で規定することとする。 

その他、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付

する点検票の様式等について、所要の改正を行う。 

 

２．改正内容 

 

駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備について、当該部分における火

災の拡大を初期に抑制することができるものとして、消防庁長官が定める性能

を有するものについては、放射量を消防庁長官が定める数量の割合で計算した

量とすることができるよう規定の整備を行う。【規則第 18条関係】 

 

 

第一の規則の改正に伴い、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のう

ち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能及

び放射する泡水溶液の数量の割合の基準について、新たに消防庁告示で規定す

る。  

第一 消防法施行規則の一部を改正する省令 

第二 駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分におけ

る火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件 

消防法施行規則の一部を改正する省令等について 



 

 

⑴ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する

点検票の様式を定める件（昭和 50 年消防庁告示第 14 号。以下「点検告示」

という。）に定める泡消火設備及び特定駐車場用泡消火設備の点検票につい

て規定の整備を行う。【点検告示別記様式第５及び第 36関係】 

⑵ 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和 61 年自治省令第 24

号。以下「動力消防ポンプ規格省令」という。）において、内燃機関を原動

力に用いるものに加えて、電動機（モーター）を原動力に用いるもの（内燃

機関及び電動機を併せて用いるものを含む。）が規定されたことを踏まえ、

動力消防ポンプ設備の点検の基準及び点検票について規定の整備を行う。

【点検告示別表第 10及び別記様式第 10関係】 

 

 

  消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件（平成元年消防庁告示第４

号。以下「試験告示」という。）に定める泡消火設備及び特定駐車場用泡消火

設備の試験結果報告書の様式について規定の整備を行う。【試験告示別記様式

第５及び第 38関係】 

 

 

  動力消防ポンプ規格省令において、内燃機関を原動力に用いるものに加え

て、電動機（モーター）を原動力に用いるもの（内燃機関及び電動機を併せて

用いるものを含む。）が規定されたことを踏まえ、消防法施行規則第四十四条

の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機

械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果

に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項を定める

件（平成 26年消防庁告示第９号。以下「自主表示告示」という。）で定める様

式について規定の整備を行う。【自主表示告示様式１関係】 

 

第三 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付す

る点検票の様式の一部を改正する件 

 

第四 消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件 

 

第五 消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考

三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合す

るものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び

試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件 



３．施行期日 

  公布の日 

 

４．経過措置 

  なし 
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○
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務
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令
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号 

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
の

 

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

 

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 

 
 

 

（
泡
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
泡
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

 
 

 

第
十
八
条　

固
定
式
の
泡
消
火
設
備
の
泡
放
出
口
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条　

［
同
上
］

 
 

 

［
一　

略
］

［
一　

同
上
］ 

 

二　

泡
ヘ
ッ
ド
は
、
令
別
表
第
一
（
十
三
）
項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
防
火
対
象
物
の
屋
上
部
分
で
、

［
二　

同
上
］

 
 

回
転
翼
航
空
機
若
し
く
は
垂
直
離
着
陸
航
空
機
の
発
着
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
フ
ォ
ー
ム
・

 
 

ウ
ォ
ー
タ
ー
・
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
、
道
路
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
、
自
動
車
の
修
理
若
し
く
は
整

 
 

備
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
又
は
駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
あ
つ
て
は
フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド
を
、
指
定
可
燃

 
 

物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
フ
ォ
ー
ム
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
ス
プ

 
 

 

リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
又
は
フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

 
 

 

［
イ
・
ロ　

略
］

［
イ
・
ロ　

同
上
］

 

ハ　

フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド
の
放
射
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の

ハ　

フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド
の
放
射
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の

 

区
分
及
び
泡
消
火
薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
の
割
合
で
計
算
し
た
量
の
泡
水
溶
液

区
分
及
び
泡
消
火
薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
の
割
合
で
計
算
し
た
量
の
泡
水
溶
液

 

を
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
け
る
泡

を
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。 

 

消
火
設
備
の
う
ち
、
当
該
部
分
に
お
け
る
火
災
の
拡
大
を
初
期
に
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て

 

 

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
泡
消
火
設
備
に
設
け
る
フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ

 

 

ド
の
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
に
係
る
放
射
量
を
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
の
割
合
で
計
算
し

 

 

た
量
に
よ
ら
ず
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
数
量
の
割
合
で
計
算
し
た
量
を
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

 

 

に
設
け
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。 

 

 
 

 

［
表　

略
］

［
表　

同
上
］

 
 

 

［
三　

略
］

［
三　

同
上
］

 

［
２
～
４　

略
］

［
２
～
４　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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則

　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
消
防
庁
告
示
第
二
号 

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ

き
、
駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
け
る
泡
消
火
設
備
の
う
ち
、
当
該
部
分
に
お
け
る
火
災
の
拡
大
を
初
期
に
抑
制

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
性
能
等
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博 

第
一　

趣
旨 

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条

第
一
項
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
け
る
泡
消
火
設
備
の
う
ち
、
当

該
部
分
に
お
け
る
火
災
の
拡
大
を
初
期
に
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
性
能
及
び
放
射
す
る
泡
水
溶
液
の
数
量

の
割
合
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二　

駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
け
る
泡
消
火
設
備
の
う
ち
、
当
該
部
分
に
お
け
る
火
災
の
拡
大
を
初
期
に
抑

制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
性
能 

規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
性
能
は
、
次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

 

に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
第
四
号
の
基
準
に
適
合
す
る
性
能
と
す
る
。

一　

フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド　
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別
図
第
一
に
示
す
よ
う
に
配
置
し
、
取
付
け
高
さ
の
上
限
の
高
さ
に
設
置
す
る
こ
と
。

二　

泡
放
射 

泡
水
溶
液
の
濃
度
を
下
限
濃
度
、
放
射
圧
力
（
別
図
第
二
に
示
す
整
流
筒
で
測
定
し
た
放
射
時
に
お
け
る
静
圧

を
い
う
。
）
を
最
低
圧
力
（
設
計
圧
力
の
下
限
値
を
い
う
。
）
と
し
、
放
射
す
る
泡
水
溶
液
の
数
量
の
割
合
を
設

計
上
の
泡
水
溶
液
の
床
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
放
射
量
の
下
限
値
（
三
・
七
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
に
限

る
。
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
。 

三　

火
災
模
型 

別
図
第
一
に
示
す
よ
う
に
配
置
し
た
縦
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
の

長
方
形
の
鋼
板
製
燃
焼
火
皿
に
水
を
六
十
リ
ッ
ト
ル
入
れ
、
そ
の
上
に
自
動
車
用
ガ
ソ
リ
ン
又
は
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ

タ
ン
を
六
十
リ
ッ
ト
ル
入
れ
た
火
災
模
型
と
す
る
こ
と
。 

四　

消
火 

前
号
に
示
す
模
型
に
点
火
し
て
予
燃
焼
時
間
一
分
を
経
過
し
た
後
、
放
射
を
開
始
し
て
一
分
三
十
秒
以
内
に
消

火
す
る
こ
と
。 

第
三　

放
射
す
る
泡
水
溶
液
の
数
量
の
割
合 

規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
数
量
の
割
合
は
、
第
二
に
定
め
る
試
験
方

法
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
消
火
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
泡
消
火
設
備
の
設
計
上
の
泡
水
溶
液
の
一
平
方
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メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
放
射
量
の
下
限
値
以
上
と
す
る
こ
と
（
第
二
に
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
当
該
泡
消
火
設
備
が

必
要
と
さ
れ
る
消
火
性
能
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
試
験
に
お
い
て
使
用
し
た
泡
水
溶
液
と
同
一
の
も
の
を
放
射

す
る
場
合
に
限
る
。
）
。 

附　

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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別
図
第
一　

消
火
試
験
（
第
二
第
一
号
及
び
第
三
号
関
係
） 

（
単
位　

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 
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別
図
第
二　

整
流
筒
（
第
二
第
二
号
関
係
） 

（
単
位　

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 



- 1 -

○
消
防
庁
告
示
第
三
号 

平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
九
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
消

防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期
間
、
点
検
の
方
法
並
び
に
点

検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
）
第
二
及
び
第
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号

（
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
）
の
一
部
を
次

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
  
別
表
第

10

　

動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
の
点
検
の
基
準

 
別
表
第

10

　

［同
左

］ 
 

 
 

 
  
１
　
機
器
点
検

 
１
　
機
器
点
検

 
 

 
次
の
事
項
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と

。 

［同
左

］ 
 

 

［(
１
)

(
３
)

　

略
］ 

［(
１
)

(
３
)

　

同
左

］ 
 

～
～

 
(４

)

　

内
燃
機
関

 
(４

)

　

内
燃
機
関

 
 

 

［ア
カ

　

略

］ 

［ア
カ

　

同
左

］ 
 

～
～

 
キ

　

吸
排
気
装
置
 

キ

　

給
排
気
装
置
 

 

 
変
形
損
傷
等
が
な
く
機
能
が
正
常
で
あ
る
こ
と

。 

［同
左

］ 
 

、
、

 
(５

)

　

電
動
機

 

［新
設

］ 
 

 
ア

　

(
４
)
エ
及
び
カ
に
準
じ
た
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

。 
 

 

 
イ

　

動
力
伝
達
装
置
の
機
能
が
正
常
で
あ
る
こ
と

。 
 

 

 
ウ

　

電
動
機
駆
動
用
蓄
電
池
の
充
電
の
残
量
が
指
示
計
に
表
示
さ
れ
る
こ
と

。 
 

 

 
(６

)

　

ポ
ン
プ

 
(５

)

　

ポ
ン
プ

 
 

 

［ア
エ
　
略

］ 

［ア
エ
　
同
左

］ 
 

～
～

 
(７

)

　

車
台
装
置
及
び
搬
送
装
置

（消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
除
く

。

） 
(６

)

　

車
台
装
置
及
び
搬
送
装
置

（消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
除
く

。

） 
 

 
変
形
損
傷
締
付
部
の
緩
み
等
が
な
い
こ
と

。 

［同
左

］ 
 

、
、

 
(８

)

　

積
載
器
具
 

(７
)

　

積
載
器
具
 

 

 

［ア
オ

　

略

］ 

［ア
オ

　

同
左

］ 
 

～
～

 

［２
　
略

］ 

［２
　
同
左

］ 
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別
記
様
式
第
５
　
泡
消
火
設
備

（そ
の
３

） 
別
記
様
式
第
５
　

［同
左

］ 
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別
記
様
式
第
５
　
泡
消
火
設
備

（そ
の
４

） 
別
記
様
式
第
５
　

［同
左

］ 
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別
記
様
式
第

10
　
動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備

（そ
の
１

） 
別
記
様
式
第

10
　

［同
左

］ 
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別
記
様
式
第

36

　

特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備

（そ
の
３

）

別
記
様
式
第

36

　

［同
左

］ 

                        

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

 

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
四
号 

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
一
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
元
年

 

消
防
庁
告
示
第
四
号
（
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
  
別
記
様
式
第
５
　
泡
消
火
設
備
　
④

 
別
記
様
式
第
５
　

［同
左

］ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



- 3 -

 
 

  
別
記
様
式
第

38
　
特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備
　
④
 

別
記
様
式
第

38
　

［同
左

］ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

 

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
五
号 

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
九
号

備
考
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
九
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二

号
及
び
別
記
様
式
第
九
号
備
考
三
の
規
定
に
基
づ
く
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
に
係
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
試
験
結
果
に
係
る
様
式
並
び
に
試
験
の
方
法
及
び
試
験
に
使
用
し
た
設
備
に
関
す
る
事

項
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

                                     

改　

正　

前                                    
  

  
様
式
１

様
式
１
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附　

則

 

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 


